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藤沢市デジタル人材育成業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 この実施要領は、令和６年度において、デジタル人材育成を目的とした研修を業務

委託により実施するため、委託先の事業者を選定することを目的として公募型プロポ

ーザルを行うにあたり、プロポーザルの実施に係る基本的事項を明示することを目的

とする。 

 

２ 趣旨 

 本プロポーザルについては、本市におけるデジタル人材の育成について、より実施

効果の高い業務内容を提案する提案者を選定するため実施する。 

 提案者が本プロポーザルに参加するにあたっては、次に示す趣旨を充分に理解し、

本市において有効と考えられる提案を行うこと。 

（１）藤沢市ＤＸ推進計画に基づき、全庁的なＤＸ推進体制を構築し、デジタル市役

所の実現を推進するために必要な知識・経験を有する人材の育成を行う。 

（２）ＤＸの推進にあたっては、異なる階層の職員による縦横の連携が極めて重要と

捉えている。本市においては、ＤＸ推進マネージャー（各課等の長）及びＤＸ

推進リーダー（各課等においてＤＸを主導する担当者）を、庁内ＤＸの中核と

して位置づけており、令和５年度においては、この２つの階層の職員に対し、

階層別の役割に応じた研修を提供し、組織全体に対する機運醸成などについて

は一定程度完了した。令和６年度については、さらなる発展的な取組により、

ＤＸの実行力の拡幅に繋げていく。 

（３）積極的に庁内への横展開が可能な人材の育成、及び、それを周囲が積極的にサ

ポートしていく組織風土を醸成していき、職員間だけでなく、他の部署などと

の相互協力が生まれやすい風土の形成を目指すための共通意識の形成を行う。 

（４）業務にあたっては、藤沢市ＤＸ推進計画、藤沢市スマートシティ基本方針、藤

沢市人材育成基本方針、及び、デジタル人材育成計画に基づき、遂行するもの

とする。 

 

３ 優先交渉権者の選考 

 事業の実施にあたり、広く民間のノウハウや知識、アイデア及び経験等を活用 

するため、企画提案（プロポーザル）方式により受託事業者の募集を行い、応募のあ

った提案者による提案内容を総合的に審査して、優先交渉権者を選考する。 

 

４ 委託業務の概要  

（１）委託業務の名称 

 藤沢市デジタル人材育成業務委託 

（２）業務の内容 

デジタル人材育成業務委託仕様書（別紙１）のとおり  

（３）委託契約期間 
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契約締結日から２０２５年（令和７年）２月２８日（金）まで 

（４）委託料の上限額 ※失格要件 

  １１，６８０，０００円（令和６年度予算。消費税及び地方消費税を含む。） 

  なお、この上限額を超えた見積書を提出した場合、失格とする。 

（５）支払条件 

  完了払（一連の業務完了後、一括払） 

 

５ 発注者及び本プロポーザルの事務全般を取り扱うもの（事務局） 

（１）発注者 藤沢市長 鈴木 恒夫 

（２）事務局 

     藤沢市 企画政策部 デジタル推進室 行政ＤＸチーム 

      〒２５１－８６０１ 藤沢市朝日町１番地の１ 本庁舎５階 

      電話：０４６６－５０－８２６１ 

      電子メールアドレス：fj-dxs@city.fujisawa.lg.jp 

 

６ 参加資格 

 本プロポーザルに参加するため、提案者は募集開始日から契約締結日までの全期間

に渡って、次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１）かながわ電子入札共同システム（以下「システム」という。）令和５・６年度競

争入札参加資格者認定（以下「認定」という。）について、藤沢市長から有効期間

内の認定を受けていること。募集開始日以後に藤沢市競争入札参加資格者指名停

止措置要綱に基づく指名停止を受けている期間がないこと。 

ただし、この要件を満たせない場合（指名停止による場合を除く。）は、参加申

込書の提出の際に、次に掲げる書類の提出をすることで、前述の要件に替えるも

のとし、参加を認める。※ただし、一連の手続きの過程等において市が参加資格

を認めるには不十分と判断した場合は、この限りではない。 

なお、書類の提出がない場合、または書類に不足がある場合は、参加を認めな

い。 

  ア 登記簿謄本の写し（参加申込書提出日前３ヶ月以内に発行されたもの。） 

  イ 決算書（貸借対照表及び損益計算書等）の写し（直近１年分） 

  ウ 次に掲げる納税証明書（滞納等の記録がないもので、参加申込書提出日前３

ヶ月以内に発行されたもの。なお、税目が該当していても、その税額が０円又

は課税されない場合は、その旨がわかる証明書を必要とする。） 

（ア）市内に事業所がある場合 

    ａ 法人税、消費税及び地方消費税 

     提出する決算書と同じ年度の納税証明書、もしくは、未納のないことの証

明 

    ｂ 法人市民税 

     提出する決算書と同じ年度の納税証明書 

    ｃ 固定資産税（固定資産がない場合は、無資産証明） 
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     提出する決算書と同じ年度及び翌年度の納期到来分の納税証明書。 

（イ）市内に事業所がない場合 

    ａ 法人税、消費税及び地方消費税 

     提出する決算書と同じ年度の納税証明書、もしくは、未納のないことの証

明 

（２）公募開始日から起算して過去３年以内に、国または地方公共団体において、Ｄ

Ｘに関連するアクティブラーニング形式※の人材育成研修を受託した実績（履行

中の案件を除く。）を少なくとも１件以上有すること。 

  ※アクティブラーニング形式…講師からの講義のみによらず、研修参加者が自ら

能動的に学びに向かうように設計され、研修参加者が主体的・対話的に取り組む

なかで研修成果を獲得することを目的とした、研修の開催形式の全般を指すもの。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成

員を、役員、代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用してい

ない事業者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当す

る事業者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき再生手続き開始の申し立て

がなされている事業者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再

生手続き開始の申し立てがなされている事業者でないこと等、経営状態が著しく

不健全である事業者でないこと。ただし、会社更生法にあっては、更正手続開始

の決定、民事再生法にあっては、再生手続開始の決定を受けている事業者を除く。 

 

７ スケジュール 

 優先交渉権者の選定までの事務手順は、次のとおりとする。なお、記載の日程が、

都合により変更となる場合は、事務局から提案参加者に適宜連絡することとする。 

１ 公募期間 
２０２４年（令和６年）６月１０日（月）から 

２０２４年（令和６年）６月２８日（金）まで 

２ 質問期間 
２０２４年（令和６年）６月１０日（月）から 

２０２４年（令和６年）６月２８日（金）まで 

３ 参加申込書等の締切 
２０２４年（令和６年）６月２８日（金）午後５時

まで（必着・持込もしくは郵送） 

４ 

参加資格の有無にかかる

通知 

２０２４年（令和６年）７月３日（水）までに発送

（電子メール） 

５ 
質問に対する回答 

２０２４年（令和６年）７月３日（水）までに 

市公式ホームページ上で回答（予定） 
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６ 企画提案書等の提出 
２０２４年（令和６年）７月１７日（水）午後５時

まで（必着） 

７ 

企画提案選考会・開催通知

書の発送 

２０２４年（令和６年）７月１９日（金）に発送（電

子メール） 

８ 
企画提案のプレゼンテー

ションの実施 

２０２４年（令和６年）７月２４日（水）から２９

日（月）の間に実施する。 

９ 選考結果の通知 ２０２４年（令和６年）８月５日（月）（予定・郵送） 

 

８ 参加申請手続き 

 本プロポーザルに参加を希望する者は、「６ 参加資格」を確認の上、次のとおり書

類を提出すること。 

（１）提出書類 

  ア 参加申込書（様式第１号）：１部 

  イ 団体概要書、会社案内等：１部 

ウ 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書（様式第２号）：１部 

  エ ６（１）に定める書類：各１部 ※必要な場合 

オ 受託実績報告書（様式第７号）：１部 

 

（２）参加申請手続きに係る書類の提出場所及び方法 

  ア 受付期間 

２０２４年（令和６年）６月１０日（月）から２０２４年（令和６年）６月２

８日（金）午後５時まで。 

  イ 提出方法及び提出先 

   事務局へ持参または郵送（受付期間内必着。特定記録郵便、簡易書留、書留の

いずれかの方法に限る）により提出すること。 

持参の場合は提出予定日の前開庁日の午後３時までに、電話または電子メール

にて、事務局に提出時間を連絡すること。 

郵送の場合は発送後に電話または電子メールにて、事務局に連絡すること。 

ウ 留意事項 

郵送・持参ともに、期間内必着を条件とする。 

書類を持参する場合は、開庁時間内（平日の正午から午後１時までを除く午前

９時から午後５時まで。）にデジタル推進室に来室すること。 

郵送で提出する場合は、当日消印を有効としない。 

また、いずれの場合においても、定められた期間の外で提出された申請書類は

事情如何を問わず受理しない。 

エ 参加資格の有無にかかる通知 
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プロポーザルへの参加資格の有無については、市より２０２４年（令和６年）

７月３日（水）までに、参加資格認定通知書（様式第３号）もしくは参加資格不

認定通知書（様式第４号）により通知を発送する。（参加申込書（様式第１号）に

記載の電子メールアドレスに、電子メールで送付。） 

 

９ 質問 

本プロポーザルに関する質問がある場合には、質問書（様式第５号）を提出するこ

と。 

（１）受付期間 

２０２４年（令和６年）６月１０日（月）から２０２４年（令和６年）６月２８

日（金）午後５時まで。 

ア 提出方法及び提出先 

   事務局へ電子メールにより提出すること。 

提出の際は、送達確認のため、事務局に電話連絡すること。 

イ 留意事項 

定められた期間の外で提出された申請書類は事情如何を問わず受理しない。 

（２）質問への回答 

２０２４年（令和６年）７月３日（水）までに市公式ホームページ上で回答する

ことを予定している。なお、回答に対する再質問は受け付けない。 

※質問の内容によって、回答の掲載日が延期となる可能性がある。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類（企画提案書作成要領（別紙３）を参照） 

ア 企画提案書（様式自由）：原本１部、写し６部 

イ 見積書（様式第６号）：原本１部、写し６部 

（２）提出書類の提出場所及び方法 

ア 受付期間 

２０２４年（令和６年）７月１７日（水）までの期間（土日祝日を除く）、午前

９時から午後５時まで。 

  イ 提出方法及び提出先 

   事務局へ持参または郵送（特定記録郵便、簡易書留、書留のいずれかの方法に

限る）により提出すること。 

持参の場合は提出予定日の前開庁日の午後３時までに、電話または電子メール

にて、事務局に提出時間を連絡すること。 

郵送の場合は発送後に電話または電子メールにて、事務局に連絡すること。 

ウ 留意事項 

郵送・持参ともに、期間内必着を条件とする。 

書類を持参する場合は、開庁時間内（平日の正午から午後１時までを除く午前

９時から午後５時まで。）に来室すること。 

郵送で提出する場合は、当日消印を有効としない。 
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また、いずれの場合においても、定められた期間の外で提出された申請書類は

事情如何を問わず受理しない。 

 

１１ 選考審査方法 

（１）各提案の選考審査方法 

企画提案内容の審査により、最も優れた提案を行った提案者を優先交渉事業者と

して決定する。 

選考審査方法は、公募型プロポーザル方式を採用し、事務局及び藤沢市デジタル

人材育成業務実施事業者選考委員会の委員６名が、審査書類及び企画提案選考会で

のプレゼンテーションの内容に基づく選考審査を行い、点数化する。 

なお、選考審査は、「見積額」「提案内容の適合性」「開催手法」「計画性」の、計

４項目の審査項目に基づき行う。 

事務局による書類審査に基づく評価点（「見積額」）、及び、選考審査に参加した委

員による審査項目（「提案内容の適合性」「開催手法」「計画性」）の評価点の合計点

が最も高い提案を行った提案者を優先交渉事業者とし、合計点が２番目に高い提案

者を第２位優先交渉権者とする。 

審査結果において、同点の場合が生じたときは、「開催手法」の選考審査項目の合

計点が高い事業者を優先交渉権者とする。なおも同点の場合は、見積額の低い提案

を行った提案者を優先交渉権者として決定する。 

  なお、提案者が１者だった場合は、市が設定する基準点（全ての選考審査項目の

合計点の６割）を超えていれば、当該提案者を優先交渉権者とする。 

※評価点は、優先交渉権者及び第２位優先交渉権者の合計点のみを公開する。 

選考審査の項目は、藤沢市デジタル人材育成業務委託公募型プロポーザル評価基

準（別紙５）のとおりとする。 

 

（２）企画提案選考会（プレゼンテーション形式） 

  企画内容に関する企画提案選考会（プレゼンテーション形式）を、次の通り実施

する。 

  ア 開催方法 

   企画提案選考会は、ＷＥＢ会議方式で行う。なお、オンライン会議サービス「Ｚ 

ＯＯＭ」を使用する。企画提案審査会への参加に必要な機材やネットワーク接続 

環境等については、参加者側で準備すること。 

イ 開催通知 

本プロポーザルへの参加資格を有し、期日までに企画提案書等の提出を行った

者に対して、２０２４年（令和６年）７月１９日（金）に企画提案選考会・開催

通知書（様式第８号）を発送する。（参加申込書（様式第１号）に記載の電子メー

ルアドレスに、電子メールで送付。） 

なお、本通知とともに、企画提案審査会の日程及び参加方法（ＷＥＢ会議への

入室方法など）等を記載する。 

  ウ 日程 
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   ２０２４年（令和６年）７月２４日（水）から２９日（月）までの間に開催す 

る。具体的な日程については、前述の開催通知書により、個別に通知する。 

  エ プレゼンテーション持ち時間等 

   参加者ごとに、準備等に要する時間や質疑応答の時間を含め、合計１時間の持

ち時間を配分する。持ち時間内での時間配分については参加者に一任するが、お

おむね、 

① 準備時間：１０分 

② 資料説明を踏まえた提案：３０分 

③ 質疑応答：２０分 

上記の程度に収めるものとし、提案内容については簡便簡潔にまとめ、プレゼ

ンテーションを行うこと。なお、事前に提出した企画提案書以外の投影は認め

ない。 

  オ その他 

   原則として、企画提案選考会の当日において、市・参加者いずれかが使用する

機材の不具合や、その他のやむをえない事情により、企画提案選考会の進行が停

止した場合でも、持ち時間の延長や日程の再指定などは行わず、予め定めた持ち

時間において、必要に応じ、電話にてヒアリングを実施する場合がある。   

いずれの場合においても、選考委員は、すでに参加者から提出を受けている資

料に基づき、公平かつ厳正な審査を行う等、かかる事象等による参加者不利益が

生じないよう配慮する。 

 

（３）選考審査結果の通知 

  選考審査結果は、選考審査結果通知書（様式第９号から１１号のいずれか）によ

り通知する。かかる通知については、参加申込書記載の所在地に、２０２４年（令

和６年）８月５日（月）（予定）までに、郵送する。 

 

１２  契約の締結について 

優先交渉権者に決定した提案者は、市との協議調整の後、仕様の条件を満たしてい

ることを確認できた場合、藤沢市デジタル人材育成業務委託に関わる契約を市と締結

するものとする。 

（１）契約期間 

契約締結日から２０２５年（令和７年）２月２８日（金）まで 

（２）仕様の決定 

仕様は、選考結果通知後、市と優先交渉権者と協議の上で決定することとする。

なお、仕様内容の調整が不調となった場合には、第２位優先交渉権者と調整を行う

こととする。 

 

１３ 提案者の失格もしくは提案の無効に関する事項 



8 

 

次の各号に該当するときは、その提案者の参加資格は失格とし、また、提案内容に

ついては無効とする。 

（１）提出物に虚偽の記載があるとき 

（２）優先交渉権者の選考時点において、本実施要領の「６ 参加資格」に掲げる資

格のない事業者が提案したとき 

（３）本実施要領の「４ 委託業務の概要」の「（４）委託料の上限額」を超える提案

をしたとき 

（４）必要書類の提出方法、提出先、受付期間に適合しないもの 

（５）複数の企画提案書を作成し、提案したとき 

（６）提案に関して、談合等の不正行為があったとき 

（７）その他、市が指示した事項及び本提案に関する条件に違反していることが判明

したとき 

 

１４ その他 

（１）本プロポーザルに応募するために掛かる費用は、すべて提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書類等は、選考結果に関わらず返却しない。 

（３）本プロポーザルにおける選考審査の過程及び決定内容の一切について、理由を 

問わず問合せには応じない。 

（４）提案募集に参加する提案者は、優先交渉権者決定後において、この実施要領等

の内容について、不明または錯誤等を理由に異議を申し立てないこととする。 

（５）提出された提案書の著作権は、提案の採否に関わらず、提案書を提出した事業

者に帰属する。ただし、市が公表等にあたり、修正等が必要と判断した場合には、

市は、無償で使用及び修正できるものとし、あわせて、提案書を提出した提案者

は、著作者人格権を主張しないものとする。なお、提出書類は、本業務以外の目

的で使用することはないが、提案書は、「藤沢市情報公開条例」に基づき情報公開

の対象となるため、提出される書類において、法人に関する情報に該当するもの

には、その旨を明記し、該当する部分を明らかにすること。 

（６）参加申込書を提出した後、参加を取り下げる場合は、辞退届（様式第１２号） 

を、電子メールもしくは郵送にて事務局に提出するものとする。 

（７）契約締結にあたっては、データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書（別紙

２）に準拠し、仕様書の定めに従い適切にデータ保護及び秘密の保持等において、

責務を履行できること。 

 

以 上 
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【付録】 

 

Ⅰ．募集にかかる要領等 

 

（１）藤沢市デジタル人材育成業務委託公募型プロポーザル実施要領 

（２）藤沢市デジタル人材育成業務委託仕様書（別紙１） 

（３）データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書（別紙２） 

（４）企画提案書作成要領（別紙３） 

（５）情報提供資料（別紙４） 

（６）藤沢市デジタル人材育成業務委託公募型プロポーザル評価基準（別紙５） 

 

  Ⅱ．各種様式等 

（１）様式第１号_参加申込書  

（２）様式第２号_暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書 

（３）様式第３号_参加資格認定通知書 

（４）様式第４号_参加資格不認定通知書 

（５）様式第５号_質問書 

（６）様式第６号_見積書 

（７）様式第７号_受託実績報告書 

（８）様式第８号_企画提案選考会・開催通知書 

（９）様式第９号_選考審査結果通知書 …優先交渉権者宛 

（１０） 様式第１０号_選考審査結果通知書 …第２位優先交渉権者宛 

（１１） 様式第１１号_選考審査結果通知書 …落選・失格 

（１２） 様式第１２号_辞退届 

 


